


時間外・休日加算について 

 当薬局では下記の時間に時間外・休日加算を算定しております。 

 

 ・原則平日の 18：00以降は時間外加算として処方箋受付 1回につき 71点 

・土曜日は終日時間外加算として処方箋受付 1回につき 71点 

  (ただし、祝日の土曜日、12月 29日から 1月 3日までの年末年始の土曜日は休日加算) 

 ・日曜日、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日までの年末年始は終日休日加算として処方箋受付

１回につき 99点 

 
 

連携強化加算 

 当薬局では、新興感染症や災害の発生時等において継続して地域の医薬品供給や衛生管理に関す

る対応を維持できる下記の体制を確保しており、連携強化加算(５点)を算定しております。 

 

 ・都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けている 

・従業員のマスク、手袋、ガウンの着用、手指アルコール消毒 

 ・待合室・調剤室に空気清浄機設置 

 ・受付にパーテーション設置 

 ・電話・通信機器を用いたオンライン服薬指導を行う体制確保 

 ・キャッシュレス決済の導入 

 ・災害用の医薬品備蓄 

 ・要指導医薬品、検査キットの備蓄・販売 

 ・BCP(事業継続計画書)の作成 

 ・感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的とした研修に参加 

・災害に関する研修会に参加 

  


